
静岡県告示第289号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項

の規定に基づき、伊豆の国市において平成19年３月27日付け県公報第1867号告示第350号により指定した土砂

災害警戒区域等を解除する。 

平成30年３月30日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

１ 区域の名称 

  北奈古谷土砂災害警戒区域 

多田土砂災害警戒区域 

山木郷戸土砂災害警戒区域 

山木下向山土砂災害警戒区域 

韮山金谷土砂災害警戒区域 

土手和田土砂災害警戒区域 

和田島土砂災害警戒区域 

真如土砂災害警戒区域 

真如天狗山土砂災害警戒区域 

皆沢土砂災害警戒区域 

河東土砂災害警戒区域 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 
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静岡県告示第290号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項

及び第９条第１項の規定により、伊豆の国市において次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域に指定する。 

平成30年３月30日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

１ 区域の名称 

  北奈古谷土砂災害警戒区域 北奈古谷土砂災害特別警戒区域 

多田土砂災害警戒区域 多田土砂災害特別警戒区域 

山木郷戸土砂災害警戒区域 山木郷戸土砂災害特別警戒区域 

山木下向山土砂災害警戒区域 山木下向山土砂災害特別警戒区域 

韮山金谷土砂災害警戒区域 韮山金谷土砂災害特別警戒区域 

土手和田土砂災害警戒区域 土手和田土砂災害特別警戒区域 



和田島土砂災害警戒区域 和田島土砂災害特別警戒区域 

真如土砂災害警戒区域 真如土砂災害特別警戒区域 

真如天狗山土砂災害警戒区域 真如天狗山土砂災害特別警戒区域 

皆沢土砂災害警戒区域  

河東土砂災害警戒区域 河東土砂災害特別警戒区域 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

３ 区域の表示 

次の図のとおり 

４ 土砂災害特別警戒区域に係る当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 

次の図のとおり 

（「次の図」は省略し、その図面を静岡県交通基盤部河川砂防局、静岡県沼津土木事務所及び伊豆の国

市役所に備え置いて縦覧に供する。) 
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静岡県告示第291号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項

の規定に基づき、伊豆の国市において平成19年３月27日付け県公報第1867号告示第350号により指定した土砂

災害警戒区域等を解除する。 

平成30年３月30日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

１ 区域の名称 

  古奈土砂災害警戒区域 

長岡土砂災害警戒区域 

大岩土砂災害警戒区域 

戸沢土砂災害警戒区域 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 
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静岡県告示第292号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項

及び第９条第１項の規定により、伊豆の国市において次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災

害特別警戒区域に指定する。 



平成30年３月30日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

１ 区域の名称 

  古奈土砂災害警戒区域 古奈土砂災害特別警戒区域 

長岡土砂災害警戒区域 長岡土砂災害特別警戒区域 

大岩土砂災害警戒区域 大岩土砂災害特別警戒区域 

戸沢土砂災害警戒区域 戸沢土砂災害特別警戒区域 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

３ 区域の表示 

次の図のとおり 

４ 土砂災害特別警戒区域に係る当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 

次の図のとおり 

（「次の図」は省略し、その図面を静岡県交通基盤部河川砂防局、静岡県沼津土木事務所及び伊豆の国

市役所に備え置いて縦覧に供する。) 
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静岡県告示第293号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項

の規定に基づき、島田市において平成20年３月28日付け県公報第1971号告示第314号、平成21年３月27日付け

県公報第2073号告示第322号及び平成22年３月30日付け県公報第2176号告示第277号により指定した土砂災害

警戒区域を解除する。 

平成30年３月30日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

１ 区域の名称 

  センジキ沢土砂災害警戒区域  

月沢土砂災害警戒区域 

不動沢土砂災害警戒区域 

三堂沢土砂災害警戒区域 

湯沢土砂災害警戒区域 

葛籠宮沢土砂災害警戒区域 

  葛籠湯沢土砂災害警戒区域 

  前沢土砂災害警戒区域 

  大田ヶ谷沢土砂災害警戒区域 

松葉沢土砂災害警戒区域 



後道沢土砂災害警戒区域 

ニシン沢土砂災害警戒区域 

向沢土砂災害警戒区域 

笹間下井戸沢土砂災害警戒区域 

身成井戸沢土砂災害警戒区域 

谷の沢土砂災害警戒区域 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 
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静岡県告示第294号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項

及び第９条第１項の規定により、島田市において次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特

別警戒区域に指定する。 

平成30年３月30日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太 

１ 区域の名称 

  センジキ沢土砂災害警戒区域  センジキ沢土砂災害特別警戒区域 

月沢土砂災害警戒区域 月沢土砂災害特別警戒区域 

不動沢土砂災害警戒区域 不動沢土砂災害特別警戒区域 

三堂沢土砂災害警戒区域 三堂沢土砂災害特別警戒区域 

湯沢土砂災害警戒区域 湯沢土砂災害特別警戒区域 

葛籠宮沢土砂災害警戒区域 葛籠宮沢土砂災害特別警戒区域 

  葛籠湯沢土砂災害警戒区域 葛籠湯沢土砂災害特別警戒区域 

  前沢土砂災害警戒区域 前沢土砂災害特別警戒区域 

  大田ヶ谷沢土砂災害警戒区域 大田ヶ谷沢土砂災害特別警戒区域 

松葉沢土砂災害警戒区域 松葉沢土砂災害特別警戒区域 

後道沢土砂災害警戒区域 後道沢土砂災害特別警戒区域 

ニシン沢土砂災害警戒区域 ニシン沢土砂災害特別警戒区域 

向沢土砂災害警戒区域 向沢土砂災害特別警戒区域 

笹間下井戸沢土砂災害警戒区域 笹間下井戸沢土砂災害特別警戒区域 

身成井戸沢土砂災害警戒区域 身成井戸沢土砂災害特別警戒区域 

谷の沢土砂災害警戒区域 谷の沢土砂災害特別警戒区域 

２ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流 



３ 区域の表示 

次の図のとおり 

４ 土砂災害特別警戒区域に係る当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項 

次の図のとおり 

（「次の図」は省略し、その図面を静岡県交通基盤部河川砂防局、静岡県島田土木事務所及び島田市役

所に備え置いて縦覧に供する。) 


